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森林環境（譲与）税の概要
(1) 森林環境税（仮称）
ア 森林環境税（仮称）は国税とし、平成36年度から課税する。

イ 納税義務者は国内に住所を有する個人とし、税額は年1,000円とする。

ウ 賦課徴収は市町村が個人住民税と併せて行い、都道府県を経由して税収の全額を国の譲与税特別会計に

払い込む。

(2) 森林環境譲与税（仮称）
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【参考】水源環境保全税

ア　使途 〇税を使用する場所

市町村

都道府県 市町村の支援等に関する費用

イ　譲与基準及び本県への譲与額 〇使途
　(ア)譲与基準

譲与先 譲与割合

市町村 総額の90％

都道府県 総額の10％

　(イ)本県への譲与額（神奈川県による試算） 〇税の規模
年度 H31(初年度) （この間段階的に増額） H45～

市町村 ３億8,800万円 13憶 950万円

県 9,700万円 １憶4,550万円

県外上流域を含めたダム上流域を中心に、河川水及び地下水
の取水点の集水域全体
（県内の水源保全地域は、県内19市町村に掛っている）

平成19年から個人県民税に超過課税を導入し、税の年額は約
40億円。
（納税義務者１人当たりの平均負担税額890円/年）

・水源林の整備
・間伐材の搬出促進
・河川・水路の自然浄化対策
・地下水保全対策
・生活排水処理施設の整備

間伐、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等や森林整
備及びその促進に関する費用

50％：私有林人工林面積（林野率による補正あり)
20％：林業就業者数
30％：人口

譲与基準
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本県への森林環境譲与税の譲与額

水源環境保全税対象(19市町村) 水源環境保全税対象外(14市町)

譲与額
(概算、
H45～)

３億6,424万円
(内訳)
・人口 24,370万円
・人工林面積 6,405万円
・林業従事者数 5,649万円

譲与額
(概算、
H45～)

９億4,526万円
(内訳)
・人口 91,893万円
・人工林面積 553万円
・林業従事者数 2,080万円

神奈川県譲与額＝市町村13億950万円＋県1億4,550万円

３

水源環境保全税対象市町村 ３億6,424万円
水源環境保全税対象外市町村 ９億4,526万円



森林政策の推移

【以前】

〇 戦後の緑の回復や林業振興の観点から、広域行政である県が主体となって森林・林業

政策を実施

【平成19年度～】

〇 神奈川の水源環境の保全・再生の観点から、水源環境保全税を導入し、水源地におけ

る特別対策を開始

【平成29年度】

〇 森林環境税の創設が盛り込まれた平成30年度税制改正大綱が閣議決定され、市町村に

よる森林整備やその促進に関する取組が明記

森林環境譲与税が配分される平成31年度以降は、県と市町村が連携・協力しな

がら、県内すべての森林の保全・再生を図っていく。
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本県における森林環境税の役割

〇 森林環境税は、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災

害防止等を図るために森林整備等に係る地方財源を安定的に確保する観点から創設

〇 税の使途は、当初、間伐などの森林整備に限定されていたが、最終的には、人材育成・担

い手の確保や木材利用の促進、普及啓発などが追加

〇 その結果、県内への譲与額は、税の検討当初１億８千万円程度であったものが、最終的に

は約14億５千万円に増加

全国的な視点で捉えた場合、神奈川県全体が都市地域であることから、温室効

果ガス排出削減など森林環境税の目的を達成していくためには、森林整備に加え、

木材利用を積極的に促進しCO2を固定することが、本県の重要なポイント

５



森林環境(譲与)税の取組を進めるにあたっての目指す方向

県民、議会、市町村の理解を得ながら

独自課税(水源環境保全税)との両立を図り、相乗効果を創出

両税を効果的に組み合わせることで、県内全ての森林の保全・再生を図り、

県がこれまで進めてきた水源かん養機能の向上など水源環境の保全のみな

らず、森林の持つ様々な恵みを、将来にわたり県民と共有

６



両税の使途（イメージ）

・ 間伐材の搬出促進

・ 河川・水路の自然浄化対策

・ 地下水保全対策

・ 生活排水処理施設の整備

・天然林、竹林の整備

・木材利用の促進

・ 担い手の育成・確保

・ 普及・啓発

７

人工林の整備
（これまで水源環境保全税
を充当してきたエリア）

人工林の整備
（水源環境保全税の対象
としていないエリア）

水源環境保全税 森林環境(譲与)税



１ 森林整備（人工林、天然林、竹林など）

(1) 森林所有者からの森林管理の受託

・ 所有者の意向確認

・ 森林の調査、境界画定

・ 意欲と能力ある経営者への再委託

・ 市町村管理森林の受託

(2) 森林の管理・整備

・ 森林整備に係る調査・設計

・ 間伐などの森林整備

２ 担い手の育成・確保

・ 市町村内の事業体の労働環境改善への支援

・ 整備の担い手となる森林ボランティア団体の育成

３ 木材利用の促進

・ 公共施設等の木造化・木質化

・ 小・中学校の机・椅子の木造化

・ 県産(国産)木材物品の調達
・ 県産(国産)木材の普及・PR（イベント、パンフ等）
・ 県産(国産)木材の利用促進に向けた支援

４ 普及・啓発

・ 植樹イベントの開催、木育等

・ 地域森林ボランティア活動への支援

市町村が担う事業（イメージ）
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１ 実施体制・運営

⬤ 技術職がいない。将来的にも採用できない

⬤ 育てたくとも指導できる人材がいない

⬤ 森林所有者がわからない

⬤ 整備を担える事業者がいないorわからない

⬤ 意欲と能力のある経営者がわからない

２ 技術・ノウハウ
⬤ 森林の現状がわからない

⬤ 森林の良し悪し(見方）がわからない

⬤ 混交林への誘導の仕方(整備方法)がわからない

⬤ 森林整備の調査方法がわからない

⬤ 設計・積算方法がわからない

３ その他

⬤ 独自課税(みどり税)とのすみ分け

⬤ 市町村独自事業とのすみ分け(地域材、里山)
⬤ 予算が使い切れないor少額で何もできない

⬤ 木材の調達・調整方法がわからない

〇 県職員による技術指導・助言

・ 森林整備の技術研修や手引きの提供

・ 設計、積算への支援 など

〇 市町村業務を担える技術者等の確保

・ 人材バンクの設置

・ 森林整備を担える事業者の育成 など

〇 市町村が取り組みやすい環境の整備

・ 新たな事業等の企画・提案

・ 県産木材情報の提供、需給調整 など

【市町村の課題】 【県の支援策（イメージ）】

事業実施に向けた市町村の課題と県の支援策

９



市

町

村

県

森林協会

〇 森林・林業政策等に関する

要望活動・技術研修

〇 普及啓発活動

人材バンクの設置

〇 県OB等の技術者の登録

〇 市町村派遣を斡旋

総合的な支援体制の構築（イメージ）
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市町村における事業の円滑な推進に向け、県による直接的な指導、支援に加え、森林・林業関係団体への業務委託

等を視野に入れた支援体制を構築する。

県内すべての
市町村が構成員

トラストみどり財団

〇 まちのみどりの保全

〇 森林ボランティア等

県民との協働の推進

森林インストラクターの会

〇 森林ボランティア活動等の

支援

〇 森林環境教育、普及啓発等

県民協働の
推進母体

森林組合連合会(森組)
〇 森林組合の指導(県森連)

〇 間伐等の森林整備

業務の請負

林業事業体

〇 間伐等の森林整備業務

の請負

〇 森林の管理・経営

森林の管理・
整備の担い手

※ 木材の調達・製品の加工等については、木材関係団体と連携した支援体制を構築

・相談の受付

・技術者の紹介

・技術研修会

・森林の管理経営

・森林の調査

・間伐等の整備

・森林の巡視

・里山林の管理

・環境教育

・巡視等業務の
技術指導

・担い手の育成

・意欲と能力のある

林業経営者の育成

・人材バンクの

設置支援

・派遣業務委託

・技術及びノウハウ等の助言・指導

・現況調査、モニタリング、積算システムの整備 など

支 援

受委託

受委託



庁内連携の枠組み（イメージ）

森林・林業関係部局

建築・土木関係部局

教育関係部局

その他部局

〇庁舎等の木造化・木質化
〇土木工事における木材利用
〇公立の公園等における木材利用

〇木材を使用した机・椅子等の調達
〇森林環境学習等

〇農業土木工事における木材利用
〇直売所等の木造・木質化へ支援

〇私有林の受入れ、整備
〇民間施設の木造・木質化への支援
〇森林土木工事における木材利用
〇小中学校の机・椅子等の木質化
〇木育・森林環境教育
〇森林ボランティア等の支援 など

〇木材を使用した庁内物品の調達

市 町 村市 町 村

庁
内
推
進
体
制
の
構
築

県県

環境農政局連携・調整

総
務
局
税
制
企
画
課

政

策

局

市
町
村
課

森
林
資
源
有
効
活
用
部
会

連
携

連
携

連
携

市長会議・町村長会議

税制部局 〇森林環境税の徴収

森林環境譲与税の使途は、森林整備のほか木材利用や森林環境教育など幅広く、市町村における関係部局も多岐

にわたることから、市町村、県庁内とも関係部局との連携体制を構築する。
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森林環境(譲与)税の創設に向けたスケジュール

国

県

市
町
村

◆ガイドブック
◆H31税制改正大綱

４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月

◆税法改正

使途の
すみ分け

基本原則
指導基準
の整理

市
町
村
担
当
会
議

事業の
検討

庁
内
体
制
の
構
築

事業の予算化・実施の準備

調
整

基金条例準備

森
林
環
境
税
に
よ
る
取
組
開
始

Ｈ

31
・
４

※
２

状
況
報
告

※
１

支援策の
検討

◆県議会(第３回) ◆県議会(第１回)

１２

市
長
会
議

・
町
村
長
会
議

◆県議会(第２回)

市
町
村
個
別

打
合
せ

状
況
報
告

※
１

支援策の予算化・支援の準備

基金条例準備

団体との調整

市
町
村
担
当
会
議

◆条例制定

※１ 検討・準備の状況を国へ報告（８、11月） ※２ 森林環境譲与税の払い込み時期は、９月・３月の２回
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